
 

 
『製品回収・リコール』に関する消費者アンケート調査概要 

 

 

平成 24年 11月 

消費者委員会事務局 

 

【調査内容】 
１．調査目的 
   製品リコール案件等の消費者安全に係る注意喚起に対する消費者の認知

と行動についての対応策を検討するため、一般消費者の自己所有物の製品

回収・リコール対応の経験、情報へのアクセス状況等の実態と意識を把握

する。 

 
２．調査対象条件、有効回答サンプル数 
 （１）調査地域：全国 
 （２）調査対象：20歳以上の男女 
 （３）調査方法：インターネット調査会社の登録モニターに対するWebアン

ケート方式 
 （４）有効回答サンプル数：2,988サンプル 

 
３．調査時期 
   平成 24年 10月 

 
５．回答者属性 
   ・回収地域：47都道府県 
   ・平均年齢：49.1歳 
   ・男女比  男性：48.7％、女性：51.3％ 

1/2570

CO848806
タイプライターテキスト
参考資料４

CO848806
タイプライターテキスト

CO848806
タイプライターテキスト

CO848806
テキストボックス



 

 

『製品回収・リコール』に関する消費者アンケート調査 

（調査票） 

 

平成 24年 10月 

消費者委員会事務局 

 

 

 

【前提としての説明】 

 

 

１．製品回収・リコールとは 

身の回りで使用する製品に欠陥や不具合があった場合、製品事故が発生した場合などに、

製造事業者等が製品の回収・修理を行うことがあります。これを製品回収・リコールと言

います。 

このアンケートは、自動車、食品を除く製品全般についての製品回収・リコールについ

てお聞きするものです。 

 

２．新聞社告とは 

製造事業者等が製品回収・リコールの情報を消費者に提供する手段の一つとして、新聞

社告があります。社会面に掲載されている下記のようなものです。 
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Ｑ１ 過去 5 年以内に、ご自身またはご家庭で所有されている製品（自動車、食品を除

く）が回収の対象になったことはありますか？ 

① ある 

② 対象だと思う製品があったが、確認したら対象品ではなかったことがある 

③ ない 

④ わからない 

 

（Ｑ１で①②と回答した方のみ回答） 

Ｑ２ 回収になった製品（または対象品と思われた製品）は、次のどれに該当しますか？

該当する製品分野を選択し、一般的な製品名をお答えください。【複数回答可】 

※同じ製品分野で複数該当製品がある場合は、最も印象の強かった製品についてお答えく

ださい。製品分野が異なる場合は、それぞれについてお答えください。 

① 燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など） （        ） 

② ①以外の家電製品           （        ） 

③ 生活用品（※）            （        ） 

④ その他                （        ） 

 

（※）生活用品（家具・厨房用品、ガラス製品、プラスチック製品、文具、楽器、スポー

ツ・レジャー用品、自転車、喫煙具、はきもの、衣料、アクセサリー、インテリア、乳幼

児製品、玩具、園芸、建築材料、高齢者用品など） 

 

（Ｑ１で①②と回答した方のみ回答） 

Ｑ３ 回収を行っていることをどのようにして知りましたか？それぞれについてあては

まるものをお選びください。【複数回答可】 

① 新聞の社告（回収のお知らせ） 

② メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話） 

③ メーカーからのEメール 

④ 販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話） 

⑤ 販売店からのEメール 

⑥ 新聞の記事 

⑦ テレビ、ラジオ、WEBのニュース 

⑧ テレビ、ラジオのコマーシャル 

⑨ 企業のホームページ 

⑩ 行政機関のホームページ 

⑪ 折込チラシ 

⑫ 雑誌の広告 

⑬ 自治体、消費生活センターの広報誌 

⑭ 企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックな
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ど） 

⑮ 個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど） 

⑯ 口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイト） 

⑰ 友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く 

⑱ その他（                     ）【回答必須】 

 

（Ｑ１で①②と回答した方のみ回答） 

Ｑ４ 回収の対象になった製品について、どのように対応しましたか？それぞれについて

最もあてはまるものをお選びください。 

① 事業者（製造業者または販売業者）に連絡し、返品や修理をした 

② 事業者に連絡したが、返品や修理をしなかった 

③ 事業者に連絡しなかった 

 

（Ｑ４で②と回答した方のみ） 

Ｑ５ 「事業者に連絡をしたが、返品や修理をしなかった」とお答えのものについてお聞

きします。返品や修理をしなかった理由は何ですか？それぞれについて最もあてはまるも

のをお選びください。 

① 対象製品ではなかったため 

② 対象製品であったが、返品や修理をするほどの内容ではないと判断したため 

③ 対象製品であったが、返品や修理をするのが面倒であったため 

④ その他（                     ）【回答必須】 

 

（Ｑ４で③と回答した方のみ） 

Ｑ６ 「事業者に連絡しなかった」とお答えのものについてお聞きします。事業者に連絡

しなかった理由は何ですか？それぞれについて最もあてはまるものをお選びください。 

① 対象製品ではないとわかったため 

② 対象製品であったが、返品や修理をするほどの内容ではないと判断したため 

③ 連絡するのが面倒であったため 

④ 連絡先がわからなかったため 

⑤ その他（                     ）【回答必須】 

 

Ｑ７ 製品の回収情報について普段目にするものはありますか？（所有の有無に関わらず、

全ての製品を対象とします。ただし、自動車、食品を除く。）【複数回答可】 

① 新聞の社告（回収のお知らせ） 

② メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話） 

③ メーカーからのEメール 

④ 販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話） 

⑤ 販売店からのEメール 
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⑥ 新聞の記事 

⑦ テレビ、ラジオ、WEBのニュース 

⑧ テレビ、ラジオのコマーシャル 

⑨ 企業のホームページ 

⑩ 行政機関のホームページ 

⑪ 折込チラシ 

⑫ 雑誌の広告 

⑬ 自治体、消費生活センターの広報誌 

⑭ 企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックな

ど） 

⑮ 個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど） 

⑯ 口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイト） 

⑰ 友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く 

⑱ その他（                     ）【回答必須】 

⑲ 製品の回収情報を見たことがない 

 

Ｑ８ 前問（Ｑ７）の回答のうち、主に最初に目にするものはどれですか？ 

 

Ｑ９ 回収情報を見たらどのように対応しますか？見たことがない方も想定でお答えく

ださい。 

① 対象製品か確認し、事業者に連絡し、返品や修理をする 

② 対象製品か確認し、事業者に連絡するが、返品や修理をするかは内容による 

③ 内容によっては対象製品か確認する 

④ その他 

 

Ｑ１０ 新聞を購読していますか？（定期購読に限る）【複数回答可】 

① 全国紙（読売、朝日、毎日、日経、産経）を紙媒体で定期購読している 

② ①以外の新聞を紙媒体で定期購読している    （新聞名：     ）  

③ 新聞の電子版を定期購読している        （新聞名：     ） 

④ 定期購読していない 

 

（Ｑ１０で③と回答した方のみ回答） 

Ｑ１１ 新聞の電子版を定期購読しているとお答えの方にお聞きします。どのデバイスで

見ることが多いですか？閲覧することがあるもの、および、最も閲覧するものをお選びく

ださい。 

① パソコン 

② スマートフォン  

③ タブレット 
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④ その他 

 

Ｑ１２ 製品回収を知らせる新聞社告を読んでいますか？最もお気持ちに近いものをお

選びください。 

① 日頃から注意して社告を読んでいる 

② 目に入った社告については内容を読んでいる 

③ テレビ等の情報があれば社告を読んでいる 

④ 社告が目に入っても内容は読んでいない 

⑤ 社告は目に入らないから読んでいない 

 

Ｑ１３ 新聞社告される製品の中には、生命・身体・財産を損ねる危険のある製品に関す

る社告もありますが、これらの危険のある製品について、ご自身は必要な情報が入手でき

ていると思いますか？ 

① できていると思う 

② どちらかというとできていると思う 

③ どちらかというとできていないと思う 

④ できていないと思う 

⑤ わからない 

 

Ｑ１４ 製品回収情報を扱った下記のサイトで知っているものを選んでください。【複数

回答可】 

※「リンクはこちら」の文字をクリックすると、サイトが表示されます。 

（画面にURL が表示されるようにする） 

① 製品安全ガイド～リコール情報 （経済産業省） 

② 最近の社告・リコール （独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）） 

③ リコール情報サイト （消費者庁） 

④ リコール・製品回収等の情報サイト一覧 （消費者庁） 

⑤ 商品テスト・回収情報 （国民生活センター） 

⑥ その他参考にしているサイトがある（          ）【回答必須】 

⑦ どのサイトも知らない 

 

Ｑ１５ 製品の回収情報について、どのような手段や媒体で入手できるとよいと思います

か？【複数回答可】 また、最もよいものはどれですか？ 

① 新聞の社告（回収のお知らせ） 

② メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話） 

③ メーカーからのEメール 

④ 販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話） 

⑤ 販売店からのEメール 

6/2575



⑥ 新聞の記事 

⑦ テレビ、ラジオ、WEBのニュース 

⑧ テレビ、ラジオのコマーシャル 

⑨ 企業のホームページ 

⑩ 行政機関のホームページ 

⑪ 折込チラシ 

⑫ 雑誌の広告 

⑬ 自治体、消費生活センターの広報誌 

⑭ 企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックな

ど） 

⑮ 個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど） 

⑯ 口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイト） 

⑰ 友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く 

⑱ その他（                     ）【回答必須】 

 

------------------------------------ 

調査対象：20歳から79歳の男女 

有効回答目標数：3000サンプル 

年代割付：人口構成に割付 

地域割付：都道府県別人口構成に割付 
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（単純集計）
平成24年11月

消費者委員会事務局

性別

単一回答 Ｎ ％

1 男性 1456 48.7%

2 女性 1532 51.3%

全体 2988 100.0%

年齢

単一回答 Ｎ ％

1 20才未満 0 0.0%
2 20才～29才 428 14.3%
3 30才～39才 558 18.7%
4 40才～49才 504 16.9%
5 50才～59才 505 16.9%
6 60才～69才 575 19.2%
7 70才以上 418 14.0%
全体 2988 100.0%

『製品回収・リコール』に関する消費者アンケート調査結果

男性

48.7%女性

51.3%

性別

(n=2988)

20才未満, 0.0% 20才～29才, 14.3%

30才～39才, 18.7%

40才～49才, 16.9%
50才～59才, 16.9%

60才～69才, 19.2%

70才以上, 14.0%
年齢

（n=2988）
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地域

単一回答 Ｎ ％

1 北海道 143 4.8%
2 東北地方 214 7.2%
3 関東地方 1003 33.6%
4 中部地方 538 18.0%
5 近畿地方 488 16.3%
6 中国地方 172 5.8%
7 四国地方 100 3.3%
8 九州地方 330 11.0%
全体 2988 100.0%

職業

単一回答 N ％
給与生活者 1437 48.1%
自営/自由 238 8.0%
家事従事者 674 22.6%
学生 98 3.3%
無職 343 11.5%
その他 198 6.6%
全体 2988 100.0%

北海道

4.8%
東北地方

7.2%

関東地方

33.6%

中部地方

18.0%

近畿地方

16.3%

中国地方

5.8%

四国地方

3.3%

九州地方

11.0%

地域

(n=2988)

給与生活者, 48.1%

自営/自由, 8.0%

家事従事者, 22.6%

学生, 3.3%

無職, 11.5%

その他, 6.6%

給与生活者

自営/自由

家事従事者

学生

無職

その他

職業

（n=2988)
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単一回答 Ｎ ％

1 ある 306 10.2%

2
対象だと思う製品があったが、
確認したら対象品ではなかっ
たことがある

124 4.1%

3 ない 2353 78.7%

4 わからない 205 6.9%

全体 2988 100.0%

複数回答 Ｎ ％

1
燃焼器具（ストーブ、湯沸かし
器など）

117 27.2%

2 【1】以外の家電製品 247 57.4%

3 生活用品（※） 47 10.9%

4 その他 45 10.5%

全体 430 100.0%

ある

10.2%

対象だと思う製品

があったが、確認

したら対象品では

なかったことがあ

る

4.1%

ない

78.7%

わからない

6.9%

[Q1]過去5年以内に、ご自身またはご家庭で所有されている製品（自動車、食

品を除く）が回収の対象になったことはありますか？

(n=2988)

27.2 

57.4 

10.9 

10.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）

【1】以外の家電製品

生活用品（※）

その他

[Q2]回収になった製品（または対象品と思われた製品）は、次のどれに該当します
か？該当する製品分野を選択し、一般的な製品名をお答えください。【複数回答可】
※同じ製品分野で複数該当製品がある場合は、最も印象の強かった製品についてお答えください。 製品分

野が異なる場合は、それぞれについてお答えください。

※生活用品（家具・厨房用品、ガラス製品、プラスチック製品、文具、楽器、スポーツ・レジャー用品、 自転

車、喫煙具、はきもの、衣料、アクセサリー、インテリア、乳幼児製品、玩具、園芸、建築材...

(n=430)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

回
収
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま

し
た
か
？
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お

選
び
く
だ
さ
い

。

【
複
数
回
答
可

】

全
体

新
聞
の
社
告

（
回
収
の
お
知
ら
せ

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー

ル

、
電
話

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
E
メ
ー

ル

販
売
店
か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル

、
電
話

）

販
売
店
か
ら
の
E
メ
ー

ル

新
聞
の
記
事

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ

、
W
E
B
の
ニ

ュ
ー

ス

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル

企
業
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

行
政
機
関
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

折
込
チ
ラ
シ

雑
誌
の
広
告

自
治
体

、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
広
報
誌

企
業

、
行
政
機
関

、
新
聞
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、

S
N
S

（
ミ
ク
シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

個
人
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S

（
ミ
ク

シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

口
コ
ミ
サ
イ
ト

（
消
費
者
の
レ
ビ

ュ
ー

や
コ
メ
ン
ト
が

多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト

）

友
人
・
知
人
か
ら
の
連
絡

（
口
コ
ミ

）
※
ブ
ロ
グ

、
ツ

イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S
を
除
く

そ
の
他

複数回答

117 54 21 3 7 2 32 21 27 7 4 21 3 4 1 2 1 5 1

46.2% 17.9% 2.6% 6.0% 1.7% 27.4% 17.9% 23.1% 6.0% 3.4% 17.9% 2.6% 3.4% 0.9% 1.7% 0.9% 4.3% 0.9%

Q3
-1

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器
など）

％

46.2 

17.9 

2.6 

6.0 

1.7 

27.4 

17.9 

23.1 

6.0 

3.4 

17.9 

2.6 

3.4 

0.9 

1.7 

0.9 

4.3 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイス

ブックなど）

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイ

ト）

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

[Q3‐1]回収を行っていることをどのようにして知りましたか？それぞれについてあてはまるものをお選び

ください。【複数回答可】[燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）]

(n=117)

11/2580



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

回
収
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま

し
た
か
？
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お

選
び
く
だ
さ
い

。

【
複
数
回
答
可

】

全
体

新
聞
の
社
告

（
回
収
の
お
知
ら
せ

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー

ル

、
電
話

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
E
メ
ー

ル

販
売
店
か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル

、
電
話

）

販
売
店
か
ら
の
E
メ
ー

ル

新
聞
の
記
事

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ

、
W
E
B
の
ニ

ュ
ー

ス

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル

企
業
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

行
政
機
関
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

折
込
チ
ラ
シ

雑
誌
の
広
告

自
治
体

、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
広
報
誌

企
業

、
行
政
機
関

、
新
聞
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、

S
N
S

（
ミ
ク
シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

個
人
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S

（
ミ
ク

シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

口
コ
ミ
サ
イ
ト

（
消
費
者
の
レ
ビ

ュ
ー

や
コ
メ
ン
ト
が

多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト

）

友
人
・
知
人
か
ら
の
連
絡

（
口
コ
ミ

）
※
ブ
ロ
グ

、
ツ

イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S
を
除
く

そ
の
他

複数回答

247 80 56 9 40 2 35 22 13 28 1 28 0 4 0 1 4 4 10

32.4% 22.7% 3.6% 16.2% 0.8% 14.2% 8.9% 5.3% 11.3% 0.4% 11.3% 0.0% 1.6% 0.0% 0.4% 1.6% 1.6% 4.0%

Q3
-2

燃焼器具以外の家電製品

％

32.4 

22.7 

3.6 

16.2 

0.8 

14.2 

8.9 

5.3 

11.3 

0.4 

11.3 

0.0 

1.6 

0.0 

0.4 

1.6 

1.6 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイス…

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイ…

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

[Q3‐2]回収を行っていることをどのようにして知りましたか？それぞれについてあてはまるものをお選び

ください。【複数回答可】[燃焼器具以外の家電製品]

(n=247)

12/2581



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

回
収
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま

し
た
か
？
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お

選
び
く
だ
さ
い

。

【
複
数
回
答
可

】

全
体

新
聞
の
社
告

（
回
収
の
お
知
ら
せ

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー

ル

、
電
話

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
E
メ
ー

ル

販
売
店
か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル

、
電
話

）

販
売
店
か
ら
の
E
メ
ー

ル

新
聞
の
記
事

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ

、
W
E
B
の
ニ

ュ
ー

ス

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル

企
業
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

行
政
機
関
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

折
込
チ
ラ
シ

雑
誌
の
広
告

自
治
体

、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
広
報
誌

企
業

、
行
政
機
関

、
新
聞
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、

S
N
S

（
ミ
ク
シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

個
人
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S

（
ミ
ク

シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

口
コ
ミ
サ
イ
ト

（
消
費
者
の
レ
ビ

ュ
ー

や
コ
メ
ン
ト
が

多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト

）

友
人
・
知
人
か
ら
の
連
絡

（
口
コ
ミ

）
※
ブ
ロ
グ

、
ツ

イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S
を
除
く

そ
の
他

複数回答

3 生活用品 47 12 7 0 6 2 4 3 0 7 1 5 0 3 0 0 0 2 1

25.5% 14.9% 0.0% 12.8% 4.3% 8.5% 6.4% 0.0% 14.9% 2.1% 10.6% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 2.1%

Q3
-3

％

25.5 

14.9 

0.0 

12.8 

4.3 

8.5 

6.4 

0.0 

14.9 

2.1 

10.6 

0.0 

6.4 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイス…

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサ…

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

[Q3‐3]回収を行っていることをどのようにして知りましたか？それぞれについてあてはまるものをお選び

ください。【複数回答可】[生活用品]

(n=47)

13/2582



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

回
収
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま

し
た
か
？
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
を
お

選
び
く
だ
さ
い

。

【
複
数
回
答
可

】

全
体

新
聞
の
社
告

（
回
収
の
お
知
ら
せ

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー

ル

、
電
話

）

メ
ー

カ
ー

か
ら
の
E
メ
ー

ル

販
売
店
か
ら
の
連
絡

（
郵
送
に
よ
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル

、
電
話

）

販
売
店
か
ら
の
E
メ
ー

ル

新
聞
の
記
事

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ

、
W
E
B
の
ニ

ュ
ー

ス

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル

企
業
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

行
政
機
関
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

折
込
チ
ラ
シ

雑
誌
の
広
告

自
治
体

、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
広
報
誌

企
業

、
行
政
機
関

、
新
聞
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、

S
N
S

（
ミ
ク
シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

個
人
の
ブ
ロ
グ

、
ツ
イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S

（
ミ
ク

シ
ィ

、
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
な
ど

）

口
コ
ミ
サ
イ
ト

（
消
費
者
の
レ
ビ

ュ
ー

や
コ
メ
ン
ト
が

多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト

）

友
人
・
知
人
か
ら
の
連
絡

（
口
コ
ミ

）
※
ブ
ロ
グ

、
ツ

イ

ッ
タ
ー

、
S
N
S
を
除
く

そ
の
他

複数回答

45 9 10 3 7 0 6 1 0 10 0 2 1 0 0 1 1 0 4

20.0% 22.2% 6.7% 15.6% 0.0% 13.3% 2.2% 0.0% 22.2% 0.0% 4.4% 2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 8.9%

Q3
‐4

その他

%

20.0 

22.2 

6.7 

15.6 

0.0 

13.3 

2.2 

0.0 

22.2 

0.0 

4.4 

2.2 

0.0 

0.0 

2.2 

2.2 

0.0 

8.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイス…

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイ…

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

[Q3‐4]回収を行っていることをどのようにして知りましたか？それぞれについてあてはまるものをお選び

ください。【複数回答可】[その他]

(n=45)

14/2583



1 2 3

117 46 18 53

100.0% 39.3% 15.4% 45.3%

247 153 19 75

100.0% 61.9% 7.7% 30.4%

47 27 4 16

100.0% 57.4% 8.5% 34.0%

45 28 4 13

100.0% 62.2% 8.9% 28.9%

1 2 3 4

単一回答

18 8 5 3 2

100.0% 44.4% 27.8% 16.7% 11.1%

19 9 3 7 0

100.0% 47.4% 15.8% 36.8% 0.0%

4 0 3 1 0

100.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0%

4 3 0 0 1

100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0%

Q4
全体

4 その他

「事業者に連絡をした
が、返品や修理をしな
かった」とお答えのもの
についてお聞きします。
返品や修理をしなかっ
た理由は何ですか？そ
れぞれについて最もあ
てはまるものをお選び
ください。

対象製品ではな
かったため

2
燃焼器具以外の家電
製品

3 生活用品

Q5

1
燃焼器具（ストーブ、湯
沸かし器など）

1

2

その他

回収の対象になった製品について、どのよ
うに対応しましたか？それぞれについて最
もあてはまるものをお選びください。

単一回答

事業者（製造業者
または販売業者）
に連絡し、返品や
修理をした

事業者に連絡しな
かった

全体

事業者に連絡した
が、返品や修理を
しなかった

対象製品であった
が、返品や修理を
するほどの内容で
はないと判断した

ため

対象製品であった
が、返品や修理を
するのが面倒で
あったため

3

4

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）

燃焼器具以外の家電製品

生活用品

その他

44.4 

47.4 

0.0 

75.0 

27.8 

15.8 

75.0 

0.0 

16.7 

36.8 

25.0 

0.0 

11.1 

0.0 

0.0 

25.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）【Q2_1FAの選択

内容】

燃焼器具以外の家電製品【Q2_2FAの選択内容】

生活用品【Q2_3FAの選択内容】

その他【Q2_4FAの選択内容】

[Q5]「事業者に連絡をしたが、返品や修理をしなかった」とお答えのものについてお聞きします。返

品や修理をしなかった理由は何ですか？それぞれについて最もあてはまるものをお選びください。

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）
(n=18)

燃焼器具以外の家電製品
(n=19)

生活用品
(n=4)

その他
(n=4)

39.3 

61.9 

57.4 

62.2 

15.4 

7.7 

8.5 

8.9 

45.3 

30.4 

34.0 

28.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）【Q2_1FAの選択

内容】

燃焼器具以外の家電製品【Q2_2FAの選択内容】

生活用品【Q2_3FAの選択内容】

その他【Q2_4FAの選択内容】

[Q4]回収の対象になった製品について、どのように対応しましたか？それぞれについて最もあて

はまるものをお選びください。

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）
(n=117)

燃焼器具以外の家電製品
(n=247)

生活用品
(n=47)

その他
(n=45)

15/2584



1 2 3 4 5

全体
対象製品では
ないとわかった

ため

対象製品であっ
たが、返品や修
理をするほどの
内容ではないと
判断したため

連絡するのが
面倒であったた

め

連絡先がわか
らなかったため

その他

単一回答

53 35 4 7 3 4

100.0% 66.0% 7.5% 13.2% 5.7% 7.5%

75 40 9 16 0 10

100.0% 53.3% 12.0% 21.3% 0.0% 13.3%

16 7 3 4 2 0

100.0% 43.8% 18.8% 25.0% 12.5% 0.0%

13 6 1 5 0 1

100.0% 46.2% 7.7% 38.5% 0.0% 7.7%

生活用品

その他4

「事業者に連絡しなかっ
た」とお答えのものについ
てお聞きします。事業者に
連絡しなかった理由は何
ですか？それぞれについ
て最もあてはまるものをお

選びください。

2

3

Q6

1
燃焼器具（ストーブ、湯沸
かし器など）

燃焼器具以外の家電製品

66.0 

53.3 

43.8 

46.2 

7.5 

12.0 

18.8 

7.7 

13.2 

21.3 

25.0 

38.5 

5.7 

0.0 

12.5 

0.0 

7.5 

13.3 

0.0 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）【Q2_1FAの選択

内容】

燃焼器具以外の家電製品【Q2_2FAの選択内容】

生活用品【Q2_3FAの選択内容】

その他【Q2_4FAの選択内容】

[Q6]「事業者に連絡しなかった」とお答えのものについてお聞きします。事業者に連絡し

なかった理由は何ですか？それぞれについて最もあてはまるものをお選びください。

燃焼器具（ストーブ、湯沸かし器など）
(n=53)

燃焼器具以外の家電製品
(n=75)

生活用品
(n=16)

その他
(n=13)

16/2585



複数回答 Ｎ ％

1 新聞の社告（回収のお知らせ） 1738 58.2%

2
メーカーからの連絡（郵送によ
るダイレクトメール、電話）

447 15.0%

3 メーカーからのEメール 153 5.1%

4
販売店からの連絡（郵送によ
るダイレクトメール、電話）

222 7.4%

5 販売店からのEメール 40 1.3%

6 新聞の記事 1110 37.1%

7
テレビ、ラジオ、WEBのニュー
ス

1184 39.6%

8 テレビ、ラジオのコマーシャル 1360 45.5%

9 企業のホームページ 330 11.0%

10 行政機関のホームページ 72 2.4%

11 折込チラシ 691 23.1%

12 雑誌の広告 86 2.9%

13
自治体、消費生活センターの
広報誌

86 2.9%

14
企業、行政機関、新聞のブロ
グ、ツイッター、SNS（ミクシィ、

31 1.0%

15
個人のブログ、ツイッター、
SNS（ミクシィ、フェイスブックな

61 2.0%

16
口コミサイト（消費者のレ
ビューやコメントが多数掲載さ

49 1.6%

17
友人・知人からの連絡（口コミ）
※ブログ、ツイッター、SNSを除

107 3.6%

18 その他 13 0.4%

19
製品の回収情報を見たことが
ない

259 8.7%

全体 2988 100.0%

Q7

製品の回収情報について普段目にするものはありますか？（所有の有無
に関わらず、全ての製品を対象とします。ただし、自動車、食品を除く。）

【複数回答可】

58.2 

15.0 

5.1 

7.4 

1.3 

37.1 

39.6 

45.5 

11.0 

2.4 

23.1 

2.9 

2.9 

1.0 

2.0 

1.6 

3.6 

0.4 

8.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、…

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、…

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（…

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイス…

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲…

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッ…

その他

製品の回収情報を見たことがない

[Q7]製品の回収情報について普段目にするものはありますか？（所有の有

無に関わらず、全ての製品を対象とします。ただし、自動車、食品を除く。）

【複数回答可】

(n=2988)

1
7
/
2
5

8
6



1 804 29.5%

2 102 3.7%

3 23 0.8%

4 32 1.2%

5 6 0.2%

6 290 10.6%

7 580 21.3%

8 679 24.9%

9 28 1.0%

10 4 0.1%

11 127 4.7%

12 2 0.1%

13 12 0.4%

14 7 0.3%

15 7 0.3%

16 11 0.4%

17 8 0.3%

18 7 0.3%

2729 100.0%

Q8
前問の回答のうち、主に最初に目にするものはどれですか？

単一回答
Ｎ ％

全体

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブッ
クなど）

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイト）

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

雑誌の広告

新聞の社告（回収のお知らせ）

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

新聞の社告（回収のお知らせ）

行政機関のホームページ

折込チラシ

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

新聞の社告

（回収のお知

らせ）

29.5%
メーカーからの連絡

（郵送によるダイレクト

メール、電話）

3.7%

メーカーからのEメー

ル

0.8%
販売店からの連絡（郵

送によるダイレクトメー

ル、電話）

1.2%

販売店からのEメール

0.2%

新聞の記事

10.6%

テレビ、ラジオ、WEB

のニュース

21.3%

テレビ、ラジオのコ

マーシャル

24.9%

企業のホームページ

1.0%

行政機関のホーム

ページ

0.1%

折込チラシ

4.7%

雑誌の広告

0.1%

自治体、消費生活セン

ターの広報誌

0.4%

企業、行政機関、新聞

のブログ、ツイッター、

SNS（ミクシィ、フェイス

ブックなど）

0.3%

個人のブログ、ツイッ

ター、SNS（ミクシィ、

フェイスブックなど）

0.3%

口コミサイト（消費者の

レビューやコメントが

多数掲載されている

サイト）

0.4%

友人・知人からの連絡

（口コミ）※ブログ、ツ

イッター、SNSを除く

0.3%

その他

0.3%

[Q8]前問の回答のうち、主に最初に目にするものはどれですか？

(n=2729)

18/2587



回収情報を見たらどのように対応しますか？見たことがな
い方も想定でお答えください。

単一回答 Ｎ ％

1 1445 48.4%

2 529 17.7%

3 1004 33.6%

4 10 0.3%

全体 2988 100.0%

Q9

対象製品か確認し、事業者に連絡し、返品や修理をする

対象製品か確認し、事業者に連絡するが、返品や修理をするかは内容による

内容によっては対象製品か確認する

その他

対象製品か確認し、

事業者に連絡し、返

品や修理をする

48.4%

対象製品か確認し、

事業者に連絡する

が、返品や修理をす

るかは内容による

17.7%

内容によっては対象

製品か確認する

33.6%

その他

0.3%

[Q9]回収情報を見たらどのように対応しますか？見たことがない方も想定でお答えく

ださい。

(n=2988)

19/2588



Ｎ ％

1 1395 46.7%

2 724 24.2%

3 26 0.9%

4 925 31.0%

全体 2988 100.0%

1 2 3 4

全体 パソコン
スマートフォ
ン

タブレット その他

複数回答

26 19 14 6 0

100.0% 73.1% 53.8% 23.1% 0.0%

26 12 10 4 0

100.0% 46.2% 38.5% 15.4% 0.0%

Q10

Q11

1 閲覧することがあるもの（いくつでも）

2 最も閲覧するもの（ひとつだけ）

新聞を購読していますか？（定期購読に限る）【複数回答可】

全国紙（読売、朝日、毎日、日経、産経）を紙媒体で定期購読している

新聞の電子版を定期購読しているとお
答えの方にお聞きします。どのデバイス
で見ることが多いですか？閲覧すること
があるもの、および、最も閲覧するもの

をお選び下さい。

【1】以外の新聞を紙媒体で定期購読している　（新聞名：【　　　】）

新聞の電子版を定期購読している　（新聞名：【　　　】）

定期購読していない

複数回答

46.7 

24.2 

0.9 

31.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国紙（読売、朝日、毎日、日経、産経）を紙媒体で定期購読している

【1】以外の新聞を紙媒体で定期購読している （新聞名：【 】）

新聞の電子版を定期購読している （新聞名：【 】）

定期購読していない

[Q10]新聞を購読していますか？（定期購読に限る）【複数回答可】

(n=2988)

46.2 

38.5 

15.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パソコン

スマートフォン

タブレット

その他

[Q11]新聞の電子版を定期購読しているとお答えの方にお聞きします。どのデバイスで

見ることが多いですか？閲覧することがあるもの、および、最も閲覧するものをお選び

下さい。[最も閲覧するもの（ひとつだけ）]

(n=26)

20/2589



製品回収を知らせる新聞社告を読んでいますか？最もお気持ちに近
いものをお選びください。

単一回答 Ｎ ％

1 日頃から注意して社告を読んでいる 254 8.5%

2 目に入った社告については内容を読んでいる 1563 52.3%

3 テレビ等の情報があれば社告を読んでいる 506 16.9%

4 社告が目に入っても内容は読んでいない 161 5.4%

5 社告は目に入らないから読んでいない 504 16.9%

全体 2988 100.0%

Q12

日頃から注意して社

告を読んでいる

8.5%

目に入った社告に

ついては内容を読

んでいる

52.3%

テレビ等の情報が

あれば社告を読ん

でいる

16.9%

社告が目に入っても

内容は読んでいな

い

5.4%

社告は目に入らな

いから読んでいない

16.9%

[Q12]製品回収を知らせる新聞社告を読んでいますか？最もお気持ちに近いもの

をお選びください。

(n=2988)

21/2590



新聞社告される製品の中には、生命・身体・財産を損ね
る危険のある製品に関する社告もありますが、これらの
危険のある製品について、ご自身は必要な情報が入手で
きていると思いますか？

単一回答 Ｎ ％

1 できていると思う 115 3.8%
2 どちらかというとできていると思う 1187 39.7%
3 どちらかというとできていないと思う 1128 37.8%
4 できていないと思う 426 14.3%
5 わからない 132 4.4%
全体 2988 100.0%

Q13

できていると思う

3.8%

どちらかと

いうとできて

いると思う

39.7%

どちらかというとで

きていないと思う

37.8%

できていないと思う

14.3%

わからない

4.4%

[Q13]新聞社告される製品の中には、生命・身体・財産を損ねる危険のある製品

に関する社告もありますが、これらの危険のある製品について、ご自身は必要

な情報が入手できていると思いますか？

(n=2988)

22/2591



製品回収情報を扱った下記のサイトで知っているものを選んでください。【複数
回答可】
※リンクをクリックすると、サイトを表示

複数回答 Ｎ ％

1 製品安全ガイド～リコール情報　（経済産業省） 171 5.7%

2 最近の社告・リコール　（独立行政法人　製品評価技術基盤機構（NITE）） 105 3.5%

3 リコール情報サイト　（消費者庁） 188 6.3%

4 リコール・製品回収等の情報サイト一覧　（消費者庁） 104 3.5%

5 商品テスト・回収情報　（国民生活センター） 233 7.8%

6 その他知っているサイトがある 1 0.0%

7 どのサイトも知らない 2493 83.4%

全体 2988 100.0%

Q14

5.7 

3.5 

6.3 

3.5 

7.8 

0.0 

83.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製品安全ガイド～リコール情報 （経済産業省）リン

クはこちら

最近の社告・リコール （独立行政法人 製品評価

技術基盤機構（NITE））リンクはこちら

リコール情報サイト （消費者庁）リンクはこちら

リコール・製品回収等の情報サイト一覧 （消費者

庁）リンクはこちら

商品テスト・回収情報 （国民生活センター）リンクは

こちら

その他知っているサイトがある

どのサイトも知らない

[Q14]製品回収情報を扱った下記のサイトで知っているものを選んでください。

【複数回答可】

※リンクをクリックすると、サイトを表示

(n=2988)

製品安全ガイド～リコール情報 （経済産業省）

最近の社告・リコール

（独立行政法人 製品評価技術基盤機構

リコール情報サイト （消費者庁）

リコール・製品回収等の情報サイト一覧

（消費者庁）

商品テスト・回収情報 （国民生活センター）

23/2592



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
製品の回収
情報につい
て、どのよう
な手段や媒
体で入手でき
るとよいと思
いますか？
【複数回答
可】　また、最
もよいものは
どれです
か？

全体

新聞の社
告（回収
のお知ら
せ）

メーカー
からの連
絡（郵送
によるダ
イレクト
メール、
電話）

メーカー
からのE
メール

販売店か
らの連絡
（郵送に
よるダイ
レクトメー
ル、電
話）

販売店か
らのEメー
ル

新聞の記
事

テレビ、ラ
ジオ、
WEBの
ニュース

テレビ、ラ
ジオのコ
マーシャ
ル

企業の
ホーム
ページ

行政機関
のホーム
ページ

折込チラ
シ

雑誌の広
告

自治体、
消費生活
センター
の広報誌

企業、行
政機関、
新聞のブ
ログ、ツ
イッター、
SNS（ミク
シィ、フェ
イスブッ
クなど）

個人のブ
ログ、ツ
イッター、
SNS（ミク
シィ、フェ
イスブッ
クなど）

口コミサ
イト（消費
者のレ
ビューや
コメントが
多数掲載
されてい
るサイト）

友人・知
人からの
連絡（口
コミ）※ブ
ログ、ツ
イッター、
SNSを除
く

その他

複数回答

2988 1749 1367 727 955 424 1182 1514 1647 588 332 887 243 433 206 114 145 153 31

100.0% 58.5% 45.7% 24.3% 32.0% 14.2% 39.6% 50.7% 55.1% 19.7% 11.1% 29.7% 8.1% 14.5% 6.9% 3.8% 4.9% 5.1% 1.0%

Q15

1
回収情報を
入手できると
よい手段・媒

58.5 

45.7 

24.3 

32.0 

14.2 

39.6 

50.7 

55.1 

19.7 

11.1 

29.7 

8.1 

14.5 

6.9 

3.8 

4.9 

5.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイト）

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

[Q15-1]製品の回収情報について、どのような手段や媒体で入手できるとよいと思いますか？【複数回答可】

(n=2988)

2
4
/
2
5

9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

製品の回収
情報につい
て、どのよう
な手段や媒
体で入手でき
るとよいと思
いますか？
最もよいもの
はどれです
か？

全体

新聞の社
告（回収
のお知ら
せ）

メーカー
からの連
絡（郵送
によるダ
イレクト
メール、
電話）

メーカー
からのE
メール

販売店か
らの連絡
（郵送に
よるダイ
レクトメー
ル、電
話）

販売店か
らのEメー
ル

新聞の記
事

テレビ、ラ
ジオ、
WEBの
ニュース

テレビ、ラ
ジオのコ
マーシャ
ル

企業の
ホーム
ページ

行政機関
のホーム
ページ

折込チラ
シ

雑誌の広
告

自治体、
消費生活
センター
の広報誌

企業、行
政機関、
新聞のブ
ログ、ツ
イッター、
SNS（ミク
シィ、フェ
イスブッ
クなど）

個人のブ
ログ、ツ
イッター、
SNS（ミク
シィ、フェ
イスブッ
クなど）

口コミサ
イト（消費
者のレ
ビューや
コメントが
多数掲載
されてい
るサイト）

友人・知
人からの
連絡（口
コミ）※ブ
ログ、ツ
イッター、
SNSを除
く

その他

複数回答

2988 443 564 130 239 34 133 513 619 36 22 98 1 55 32 14 7 25 23

100.0% 14.8% 18.9% 4.4% 8.0% 1.1% 4.5% 17.2% 20.7% 1.2% 0.7% 3.3% 0.0% 1.8% 1.1% 0.5% 0.2% 0.8% 0.8%

Q15

1
その中で最も
よい手段・媒
体（ひとつ）

14.8 

18.9 

4.4 

8.0 

1.1 

4.5 

17.2 

20.7 

1.2 

0.7 

3.3 

0.0 

1.8 

1.1 

0.5 

0.2 

0.8 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞の社告（回収のお知らせ）

メーカーからの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

メーカーからのEメール

販売店からの連絡（郵送によるダイレクトメール、電話）

販売店からのEメール

新聞の記事

テレビ、ラジオ、WEBのニュース

テレビ、ラジオのコマーシャル

企業のホームページ

行政機関のホームページ

折込チラシ

雑誌の広告

自治体、消費生活センターの広報誌

企業、行政機関、新聞のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

個人のブログ、ツイッター、SNS（ミクシィ、フェイスブックなど）

口コミサイト（消費者のレビューやコメントが多数掲載されているサイト）

友人・知人からの連絡（口コミ）※ブログ、ツイッター、SNSを除く

その他

[Q15-2]製品の回収情報について、どのような手段や媒体で入手できるとよいと思いますか？最もよいものはどれですか？

[その中で最もよい手段・媒体（ひとつ）]

(n=2988)

2
5
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2012年 11月 21日 

 

「リコール」の法的位置付け・法的整備の必要性 

 

主婦連合会 佐野真理子 

 

リコールについては、1995年の PL（製造物責任）法、2004年の消費者基本法、07

年の消費生活用製品安全法の改正などを踏まえ、その重要性が指摘されてきました。 

現在、法的に規制された強制リコールは食品、医薬品・医薬部外品、農薬などをはじ

め、家電、燃焼器具などの消費生活用製品、自動車、自動車後付け製品、さらに、09

年の消費者安全法など幅広い製品・施設・役務などの関連法により規定されています。 

 しかし、もっとも憂慮すべきなのは、法的判断のあいまいな分野、および、自主的リ

コールの分野です。この分野では、特に、PL（製造物責任）法制定以降、2000年代の

各種法律改正・立法化によってその重要性が指摘され、国や事業者団体による様々な自

主基準（ガイドライン）の策定・提示・運用がなされてきましたが、依然として、リコ

ール漏れ製品による 2次被害の続発が目立ち、事故の再発防止には至らない例が多いの

が実態です。 

 食品リコールの場合は、リコール実施の公表段階で、すでに消費されている商品が多

いことも問題化しています。消費者庁が 5月に実施した「コチニール色素」に関する注

意喚起情報を 7割の消費者が「知らない」と回答した NPO法人のアンケート調査結果

もあります。また、消費者庁が 11 月に発表した介護ベッドの注意喚起情報調査では、

何回も大規模に情報を発信してきたのに、アンケート対象の介護従事者の約 56%がそ

のリコール情報を知らないという結果も出ています。 

 これらの例は、情報の受け手（消費者側）の問題以上に、現在のリコール体制そのも

のに根本的課題があることを示していると考えるのが妥当ではないでしょうか。 

 そこで、身の回りから危害・危険を及ぼす可能性のあるもの、不具合と判断され、リ

コールが決定されたものなどを速やかに消費生活から排除していくために、リコールを

きちんと法的に位置付け、その促進を図る強力で実効性のある措置を早急に採用するこ

とが重要になっていると考えます。 

 その場合、推進法とするか、基本法（理念法）とするかは、議論のあるところと思わ

れます。 

 私は、食品や、消費生活用品、自動車後付け製品、医薬品・医薬部外品など、製品に

よって様々な制度的違いがあることを踏まえ、また、施設や役務を含めることも考慮に

入れる必要性があることから、まずは、リコール基本法（理念法）を制定し、それに基

づく各種関連法の改正へとつなげていくべきではないかと考えます。 
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 どちらを選択するにしても共通している点は、リコール対応については、情報の収

集・分析・発信および、実際のリコール漏れ製品の 2次被害続発の状況を考えると、こ

れまでのように業界自主基準に依拠したり、消費者側の努力に依拠したりするのではな

く、事業者・行政の責務を明らかにして「リコール」そのものの法的位置付けを明確に

すること、現在はそのような時期にあるのではないか、という点です。法的整備の必要

性については鶴岡委員の意見と一致しています。 

 

 

 

考えられる「リコール基本法」（案）概要 

■名称 

「消費生活に関わる危険もしくは不適切な商品・製品・施設・役務等の回収・点検・修

理等の促進へ向けた法律」(仮称) 

 

■目的 

 安全の権利、知らされる権利、選択の権利、救済される権利、健全な生活環境が確保

される権利など、消費者基本法で規定された「消費者の権利」を尊重し、その確立を図

り、危害・危険及び不適切な商品・製品・施設・役務から消費者を保護することを目的

とする。 

理念法として位置付け、この法律に基づき、各種関連法を整合化させる。 

欠陥ではない、いわゆる「不具合」製品についての定義も明確にし、そのリコールを

はじめ、施設・役務のリコールも対象に含め、消費者の救済も目的に置く。 

 

■国の責務 

 目的規定を踏まえて、リコール促進の環境整備を図り、消費生活から危害・危険・不

適切な製品・施設・役務を排除し、消費者の権利の尊重と自立支援へ向けた消費者行政

を推進する。 

 

■国の役割 

 リコール促進へ向け、基本法に基づき、各種法律のリコールに関する規定の創設・見

直しと整合化・統一化を進め、情報の収集・分析・発信など情報の一元化への環境整備

を図る。情報共有化にあたって地方公共団体と連携を図り、生命・身体に関連するリコ

ール関連施策を推進する。 
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■地方公共団体の責務 

 基本法の目的規定を尊重し、地方公共団体のリコール促進体制を整備するとともに、

国と協力・連携して、生命・身体に関連する消費者被害防止活動を推進する。 

 

■地方公共団体の役割 

 都道府県・市区町村の関係部署間の体制を見直し、連携へ向けて整備する。国とのリ

コール情報に関する情報共有体制を整備し、地域住民との情報ネットワークを整備する。

地域の消費者・市民団体、高齢者・介護施設及び関連団体、乳幼児・母子関連団体・機

関、病院、学校、消費生活センター等と連携したネットワークシステムを構築し、リコ

ールを推進する。 

  

■事業者団体及び事業者の責務 

 リコールの第一義的責任は製造・販売事業者にあることを踏まえ、関係事業者はリコ

ール対応体制を整備する。 

全てのリコール対応について行政機関に通報するとともに、公表する。 

 

■事業者団体及び事業者の役割 

 事業者団体にあっては、リコール関連法に基づく自主基準を策定・公表し、各事業者

に提示し、業界全体としてリコール達成率の向上を図る。リコール対象によっては、業

界横断的な取組も必要となることから、分野別業界の垣根を越えた連携体制も構築する。 

 事業者にあっては、一義的責任のある製造・販売事業者に加え、卸・流通事業者もリ

コール活動を協力して実施する。 

 

■法律に盛り込むべき項目 

 ・事業者（製造・販売事業者）にリコールの報告義務を課す。 

 ・事業者にリコール対応について経過措置の報告義務を課す。 

・事業者にリコール促進へ向けた適正な連携体制の構築を促す。 

 ・行政機関にあっては、リコール関連情報を収集・分析・発信する一元的体制を整備

することを明記する。 

 ・中央・地域を結ぶ全国的な安全ネットワークシステムの構築を図る。 

 ・その他、今回の調査会で提起された様々な意見・施策を盛り込む。 

 

以上 
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           リコール関連法の整備について 
                                        鶴岡 憲一 
 
《必要性》リコール関連法は食品基本法まで含めれば８本(平成１９年内閣府まとめ)を数え、相当
な領域の製品等がカバーされている。しかし、法的規制から漏れている領域もある。また、自

主リコールについては２００５年前後の不祥事多発を機に企業の対応の差が目立っており、そ

うした不十分さを解消し、リコール全体の底上げにつながる法整備が必要と考える。 
《目的》 
 ◆法的規制が及んでいない製品等の「すき間」領域をなくす 
 ◆自主リコールの領域も法の枠組みに含めることで、事業者の自覚と積極的な対応を促す 
《法的整備の選択肢》 
【消費者安全法の改正】 
●現行法の長所＝幅広い製品、役務を対象＝リコール一般義務化と言える面がある 

    ◆「商品等」は網羅的で、実質的に法の網にすべて組み込まれ得る 
●改善点＝リコールに関する分野ごとの事業者の責任規定など詳細規定がない 
◆「事業者」の定義に販売、輸入業者まで含まれるか明示されていない 
：「商品や役務を供給、提供、利用に供し」とあるのみ 
▼佐野委員ご指摘のようにリコール関連規定を新設すると煩雑になる可能性 

【基本法とする場合】 
●長所＝理念法であっても、自主リコール領域を含むすべての分野に法の網をかけることで、

事業者の責任意識が向上することを期待できる 
      ＝理念法にとどめれば法制定に当たっての個別法所管官庁との調整は比較的容易では 

●問題点＝理念法の場合、強制義務規定なしでリコール実施の実効性を担保できないのでは 
     ◆基本法という形式では、リコールの報告および実施まで含めた強制義務規定の設定は

可能なのかどうか 
：主務大臣に「必要な場合に実施を命令できる」権限付与規定を設定できるとしても、

強制義務化できるかどうか 
＝現にある「すき間」領域での実効性ある「リコール実施」が取り残されないか 

【すき間領域を対象とする法の場合】 
●長所＝個別法領域と合わせ全領域に法の網をかけて「すき間」を無くせる 
◆基本法と比べて強制義務規定を設定しやすいのではないか 
：強制義務か努力義務(自主リコール)かの境界は「被害の重大性の有無」を基準とし、「重
大性」の定義は消費者安全法の規定を準用する 

●問題点＝個別法の所管官庁との調整が必要になる可能性 
        ：個別法には、実質努力義務規定だけのものもある 
【いずれの選択肢にも必要な要素】 
●リコール対象事故を生命・身体被害だけでなく財産被害も対象とする 
◆社告の現状では、財産被害も対象にしている 
●責任と義務を求める事業者については、製造事業者のほか、販売、輸入分野の流通事業者

も含める 
    ◆既に消費生活用製品安全法では、製造・輸入事業者の回収責務のほか販売事業者の回収

協力義務も規定している 
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2012 年 12 月 6 日 

立法提言等に関する意見 

同志社大学 齋藤憲道 

 

１．リコールのあり方全体を議論するためには、最低限の情報共有と課題整理が必要 

 本専門調査会では「消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について」に関する

討議を重ねてきました。検討は、まず出口、後半に入口・総合的検討の順という当初の申

し合わせに沿って、終盤まで伝達の検討が行われました。最終のまとめ段階で入口・総合

的検討に言及され法制化のアイデアが出たところです。その後に提出された委員のコメン

トを拝見し、改めて、法制化が未検討のテーマであることを認識した次第です。私はこれ

までに「リコールとは何か、の理解が人により異なる」旨を指摘致しましたが、これが議

論されることはありませんでした。さまざまな分野で、それぞれに問題解決が図られてい

る中で、今、なぜ立法が必要かという説得的な理由も伺えておりません。 

 近年、ＩＴ技術や環境マインドの浸透に伴って流通経路が変化し、外国企業の日本市場

参入や日本企業の海外シフトも進んでいます。一方で、日本の消費者の高齢化は今後しば

らく続きます。このような時代を迎え、各方面で試行錯誤が繰り返されている中で、効果

的なリコールのあり方を考えることは有意義だと思いますが、その全体的な議論はまだ行

われていません。 

 以上のように、現時点では、「これからの時代にふさわしいリコールのあり方を検討すべ

き」と指摘する程度に止まり、立法を提言できる水準にはないと思います。 

 入口の議論では、①解決すべき課題と、②リコールとは何か、等を整理して一定の情報

を共有することから始めるべきだと考えます。以下、参考までに検討項目を例示します。 

 

①解決すべき課題は何か？  

  ⅰ）具体的に、何が問題になのか 

  ⅱ）上記ⅰ）は、法令の問題か、運用（各種規格類を含む）の問題か  

   ・各業種の特徴に応じて対応する仕組みが存在するが、それぞれの何が悪いのか 

  ⅲ）上記ⅱ）は、すき間（新製品分野等）の問題か、周知不徹底の問題か 

   ・すき間の問題なら、消費者安全法等で対処できないのか 

   ・周知不徹底の問題なら、どこに主な原因があるのか 

  主体者の問題か？ 製造、輸入、販売（量販・ネット・中古含）、サービス、 

     消費者、他 

     トレーサビリティの仕組み（個人転売含）の問題か？ 等 

②リコールとは何か？ 

  ⅰ）商品が危険であることを、誰が、何を基準に判断するのか 

    これまで、国と事業者が一応、それぞれの役割を果たしてきた。 
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    →今後も、法定基準（最低限の規制）と自主基準を従来型で並存するのが妥当か 

  ⅱ）リコールで行うべき最低限の行動とは何か・・・一般的な定義ができるか 

  ⅲ）外国の事業者が外国で行ったリコールと国内市場の関係をどう考えるか 

③製造から被害（将来を含む）の現場までの間の各関与者にはどのような役割があるか？ 

 以下のイメージ図を参照。 

  ※個人がネット・通信販売網に多量発注して仲間内で分ける場合、この個人は事業者 

   として扱われるか？ 

  

２．商品が製造された後、消費者が利用するまでの流通経路（イメージ図） 

 

①製造者（日本の自社ブランド商品製造事業者、OEM受注生産事業者、外国の自社ブランド商品製造者）   

   ↓ 

②流通への供給者（日本の自社ブランド商品製造販売事業者、OEM調達品の販売事業者、日本の輸入事業者、 

   ↓  ↓            日本・外国のネット販売事業者） 

   ↓   ↓   （日本・外国の貸与事業者）   

    ↓   ↓ 

  ↓ ③‐１ 流通事業者（日本の物流事業者、卸事業者、小売事業者） 

  ↓ ③‐２ 保有事業者（役務提供のために機器を保有＜自ら所有・賃貸、賃借＞）   

  ↓  ↓ 

④消費者に直接提供する者（日本の小売業者、日本市場で消費者に販売するネット販売業者＜外国業者含む＞） 

      （役務提供業者＜NPO等を含む＞） 

    ↓ 

⑤購入者、使用者 ＝ 消費者 

     ↓ 

⑥譲渡（中古品の譲渡・販売を含む）、贈与・遺贈、転貸 ⇒ 消費者 

 

留意点  

１．①と④が分離し、①が⑤⑥の個人名・法人名を知らない例が多い 

２．④ではネット販売が増加傾向にあり、偽物・粗悪品も混在（特に輸入品） 

３．①～⑥の各段階で廃棄が発生し、特に⑤⑥の廃棄実績を把握するのは難しい 

４．①～⑥のトレーサビリティを確保する体制を完全に整備して伝達するのは困難 

 不特定多数への伝達でどれだけ補完できるか？ 

５．①～⑥の過程で倒産・撤退（特に外国事業者）・死亡等が発生した時、誰が伝達機能を 

  代替するか？ 

 

以 上 
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消費者委員会 消費者安全専門調査会 設置・運営規程 

 

 

平成２１年１０月２６日 

平成２４年３月２７日改定 

消費者委員会決定 

 

（総則） 

第１条 消費者委員会（以下、「委員会」という。）の消費者安全専門調査会

の設置、所掌事務、議事録の作成及び会議等については、この規程の定め

るところによる。 

 

（専門調査会の設置） 

第２条 委員会に消費者安全専門調査会（以下「専門調査会」という。）を

置く。 

２ 専門調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員

のうちから指名する。 

３ 専門調査会には座長を置き、専門調査会に属する構成員から委員長が指

名し、座長は、専門調査会の事務を掌理する。 

４ 座長に事故があるときは、専門調査会に属する構成員のうちから座長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（専門調査会の所掌） 

第３条 専門調査会は、委員会の事務に関連する事項のうち、委員会の求め

に応じて、消費者安全に関する重要事項について調査審議する。 

 

（調査会の設置） 

第４条 座長は、必要に応じて、委員会の同意を得て専門調査会に調査会を

置くことができる。 

２ 調査会は、専門調査会が行う調査審議に関し、必要な専門的事項を調査

審議し又は検討する。 

３ 調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のう

ちから指名する。 

４ 調査会には座長を置き、当該調査会に属する構成員から委員長が指名し、

座長は、当該調査会の事務を掌理する。 

５ 調査会の座長に事故があるときは、当該調査会に属する構成員のうちか

ら調査会の座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（議事録の作成） 

第５条 専門調査会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成す

る。 
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一 会議の日時及び場所 

二 出席した構成員の氏名 

三 議題となった事項 

四 審議経過 

五 審議結果 

 

 （審議の公開） 

第６条 専門調査会の開催予定に関する日時・開催場所等については、公開

する。 

２ 専門調査会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権

利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が

非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき

事由が終了したときは、公開するものとする。 

３ 前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、専門

調査会はその理由を公表する。 

４ 会議の議事録については、第２項の規定により座長が会議を非公開とす

ることを必要と認めた場合を除き、公開する。 

５ 第２項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場

合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。 

 

（専門調査会の会議） 

第７条 座長（座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。）

は、専門調査会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 専門調査会に属さない委員は、あらかじめ座長に届け出ることにより、

専門調査会に出席することができる。 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門調査会の運営に関し必要な事項

は、座長が委員会に諮って定める。 

 

（準用） 

第９条 第５条、第７条各項及び前条の規定は、調査会について準用する。

この場合において、これらの規定中「専門調査会」とあるのは「調査会」

と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年１０月２６日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
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消費者安全専門調査会 審議経過 

 
平成 25 年１月 29 日 

消費者委員会事務局 

開催回 開催日時 議題 

第 11回 
平成 24年４月２日（月） 
16：00～18：00 

 第二次消費者安全専門調査会のテーマについて 
 消費者安全の諸問題に係る現状について 
ヒアリング先： 独立行政法人 国民生活センター 

第 12回 
平成 24年５月８日（火） 
10：00～12：00 

 前回の議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 

ヒアリング先： 千葉工業大学 社会システム科学部 金融・経営
リスク科学科教授 越山 健彦 
経済産業省 商務流通保安グループ製品安全課
独立行政法人 製品評価技術基盤機構  

 今後の議論の進め方について 

第 13回 
平成 24年６月１日（金） 
14：00～16：00 

 前回までの議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 
ヒアリング先： 消費者庁 消費者安全課 

消費者庁 消費生活情報課 
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局母子健康課

第 14回 
平成 24年６月 22日（金） 
10：00～12：00 

 前回までの議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 
ヒアリング先： ブリヂストンサイクル（株） 

第 15回 
平成 24年７月 13日（金） 
10：00～12：00 

 前回までの議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 

第 16回 
平成 24年８月８日（水） 
16：00～18：00 

 前回までの議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 
ヒアリング先： 厚木市 危機管理部 セーフコミュニティ推進課 

第 17回 
平成 24年９月 18日（火） 

13：00～15：00 

 前回までの議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 
ヒアリング先： （株）産業経済新聞社 

第 18回 
平成 24年 10月 15日（月） 

16：00～18：00 

 前回までの議論の整理 
 消費者への注意喚起情報伝達に係る現状と課題について 
ヒアリング先： 消費者庁 消費者安全課 

 取りまとめの方向性について 
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開催回 開催日時 議題 

第 19回 
平成 24年 11月 13日（火） 

10：00～12：00 

 前回までの議論の整理 
 医療・介護ベッドの使用にかかる注意喚起の周知度調査結果に
ついて 

 製品回収・リコールに関する消費者アンケート調査について 
 取りまとめ骨子案について 

第 20回 
平成 24年 12月 14日（金） 

10：00～12：30 
 前回までの議論の整理 
 取りまとめ報告書案について 

第 21回 
平成 25年１月 11日（金） 

10：00～12：00 
 消費者安全専門調査会 取りまとめ報告書案について 

 
平成 25年１月 29日（火） 

16：00～19：00 
 消費者委員会への報告 
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平成25年1月1日現在

（座長） 松 岡 猛 宇都宮大学大学院工学研究科機械知能工学専攻客員教授

（座長代理） 中 川 丈 久 神戸大学大学院法学研究科教授

内 堀 伸 健 日本生活協同組合連合会執行役員品質保証本部長

片 山 登 志 子 特定非営利活動法人消費者ネット関西専務理事

齋 藤 憲 道 同志社大学法学部教授

佐 竹 愛 子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会消費者相談室副室長

佐 野 真 理 子 主婦連合会事務局長

田 澤 と み 恵 公益社団法人全国消費生活相談員協会参与

鶴 岡 憲 一 元読売新聞東京本社編集委員

中 嶋 洋 介 一般社団法人品質と安全文化フォーラム代表理事

中 村 晶 子 弁護士

中 村 均 ＴＯＴＯ株式会社顧問

横 矢 真 理 特定非営利活動法人子どもの危険回避研究所所長

消費者委員会 消費者安全専門調査会　委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上１３名

         ※　なお、消費者委員会の小幡純子委員、夏目智子委員、村井利彰委員が、消費者安全専門調査会の
　　　　　　 担当委員として、調査・審議に参画した。
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